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○平成30年 特別養護老人ホームの整備を計画
→地域の皆様からのご意見等を踏まえ､計画を見直すこととなりました

○将来の人口減少等を見通したうえで、公共施設をダウンサイジング
（規模の効率化）していく本市の計画に加え、令和４年には、市の全
ての部署に対し、当該地での公共的利用の意向を確認しましたが、現
時点で、公共的利用の計画はありません

○令和５年には､民間事業者へサウンディング型市場調査を行い､用途制
限の緩和があった場合の戸建住宅等による活用需要を確認しました

都筑関耕地地区 地区計画決定 平成８年

土地取得（あゆみが丘９番） 平成12年

公益用地として取得

土
地
活
用
の
検
討

未利用の状態が続いています

現時点においては公共・公益的利用のみを促していくのは難しいことから、
民間事業者による土地活用のアイデアを踏まえつつ、都市・地域課題の解決
に資する土地活用も含め検討することとしました 4／29
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令和４年９月７日都筑区あゆみが丘９番（市有地）の活用に係る意見交換会
【第１回】

民間事業者を対象とした市場調査
（サウンディング型市場調査）

令和５年１月

民間事業者を対象とした市場調査実施結果の
周知・アンケート 令和５年４月

都筑区あゆみが丘９番（市有地）の活用に係る意見交換会
【第２回】 令和５年９月１日

令和６年４月

町内会館建設委員会意見交換 令和４年３月
令和５年５月

町内会館建設委員会意見交換 令和５年３月

町内会館建設委員会意見交換 令和５年８月

町内会館建設委員会意見交換 令和６年１月
令和６年２月

これまでの地域意見を踏まえた
土地活用のイメージに関する意見募集（地区内全戸資料配布）

町内会館建設委員会意見交換 令和６年11月
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これまでにいただいた主なご意見 本土地利用での対応

①

②

③

④

⑤
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【あゆみが丘地区】

男女

子育て世代

子世代
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Zero Carbon Yokohama
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あゆみが丘も今後高齢化が進み、
地域の担い手不足が課題となる。

子育て世代を呼び込み地域活性化へ。

現在お住まいの地域の皆様と新たな住民との交流により
「顔の見える関係」となり、「地域の担い手」へつながる。

地域の共用広場を軸にした交流の場を創出



広場
・眺望を望む共用空間の確保
・地域の多世代交流の促進や
地域の防災力の向上に資する広場を整備

町内会館
・丘の上の広場と一体的な利用
・町内会館の脱炭素化や
防災機能の強化造成・植栽計画

・既存の地形を生かしつつ、
緑地等オープンスペースの確保

・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の解消

一体的利用

CGパース等、計画はイメージです。
町内会館については、町内会により設計・施工を行っていただきます。

最高レベルの
省エネ住宅

※イメージ
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最高レベルの
省エネ住宅

○計画棟数
20棟（うち、１棟は体験棟等）

○定期借地権(50年以上)付戸建分譲住宅
（土地は横浜市が引き続き所有）
※事業敷地を一括して事業者へ貸付、
事業者が住宅を建設・販売。

※入居者の方には、省エネルギー効果等の
検証に協力いただきます。

○住宅性能
◇高断熱・高気密
（健康・快適でエネルギー消費の少ない住宅）
◇太陽光発電設備、蓄電池 等

○街区単位の取組についても検討中
例）エネルギー融通、グリーンインフラ 等

CGパース等、計画はイメージです。

〇モデルとして省エネ住宅の
メリット等を全市に発信

15／29



〇高台からの眺望を確保し、地域の価値の向上
〇菜園を活用し、地域の多世代交流の推進
〇防災施設を備え、地域の防災力の向上

例）防災パーゴラ
（災害時にテントをかけて救護施設など
に使用することができるパーゴラ）

例）菜園

CGパース等、計画はイメージです。

広場
・眺望を望む共用空間の確保
・地域の多世代交流の促進や
地域の防災力の向上に資する広場を整備

16／29



造成・植栽計画
・既存の地形を生かしつつ、
緑地等オープンスペースの確保

「MINA GARDEN 十日市場」の事例

〇潤いのある“憩いの
空間“の確保

〇地域の魅力の向上

CGパース等、計画はイメージです。

17／29



〇新旧住民を含めたコミュニティ形成や
利便性の確保

〇災害等による停電時への対応

例）車のアクセスを可能に
（事業採算性の確保が重要となるが、
地域交通の発着場や移動販売車の
停留場所としての活用も視野に）

町内会館 ※イメージ

イメージ

例）EV充電設備
の設置（防災）

町内会館
・丘の上の広場と一体的な利用
・町内会館の脱炭素化や
防災機能の強化

CGパース等、計画はイメージです。
町内会館については、町内会により設計・施工を行っていただきます。

※イメージ

18／29



造成・植栽計画
・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
の解消

〇宅地の安全性の向上
※土砂災害警戒区域解除に向けて神奈川県と協議します。

〇圧迫感の軽減

地盤を切り下げ
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今回想定しているコンセプトを実現するためには、
C地区の地区計画を変更する必要があります。

『C地区』の制限
【用途の制限】
学校、図書館、老人ホーム等
（公益上必要な施設等）

【敷地面積の最低限度】
6,000㎡以上

【壁面の位置の制限】
前面道路…３ｍ以上
隣地境界線…１ｍ以上

21／29



・土地利用の方針

・建築物等の整備の方針
・地区施設の整備の方針

・緑化の方針

○地区計画の目標

○区域の整備、開発及び保全に関する方針

・地区施設の配置及び規模
・建築物等に関する事項

○地区整備計画 ・用途の制限
・敷地面積の最低限度
・壁面の位置の制限
・形態意匠の制限
・垣さくの構造制限

赤字…変更する項目
22／29



本地区計画は、土地区画整理事業によって整
備された道路、公園等都市基盤施設の機能の維
持・保全を図り、適正な土地利用と建築物の整
備を誘導し、良好な環境の市街地を形成し、そ
の保全を図ることを目標とする。

現 行

変更なし
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周辺住宅地の環境に配慮しながら、近隣住民
の利用を主とする公益的施設の立地を図る。

脱炭素社会の実現に向けて、脱炭素化のモデ
ルとなる先導的な低層住宅地の形成及び地区内
のコミュニティ形成に寄与する施設の立地を図
る。

現 行

変更案C地区

.

【A-1地区(隣接地区)】

24／29



C地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。※建築できるもの
１ 学校、図書館その他これらに類するもの
２ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉

ホームその他これらに類するもの
３ 診療所
４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに

類する公益上必要な建築物
５ 前各号の建築物に附属するもの

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。※建築できるもの
１ 住宅（住戸の数が３以上の⾧屋を除く）
２ 共同住宅（住戸の数が３以上のものを除

く）、寄宿舎又は下宿
３ 学校、図書館その他これらに類するもの
４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに

類する公益上必要な建築物
５ 前各号の建築物に附属するもの

現 行

変更案

【A-1地区(隣接地区)】
１ 住宅
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
３ 学校、図書館その他これらに類するもの
４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに

類する公益上必要な建築物
５ 前各号の建築物に附属するもの

※【A-1地区(隣接地区)】に概ね同じ制限 25／29



変更案C地区

建築物の敷地面積は、6,000㎡以上とする。
ただし．次のいずれかに該当する土地について
は、この限りでない。
１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに

類する公益上必要な建築物の敷地として
使用する土地

２ 図書館、管理事務所その他これらに類する
居住者の共同の利便に供する建築物の敷地
として使用する土地

建築物の敷地面積は、150㎡以上とする。
ただし．次のいずれかに該当する土地について
は、この限りでない。
１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに

類する公益上必要な建築物の敷地として
使用する土地

２ 図書館、管理事務所その他これらに類する
居住者の共同の利便に供する建築物の敷地
として使用する土地

現 行

変更案

【A-1地区(隣接地区)】
建築物の敷地面積は、150㎡
以上かつ住戸数に65㎡を乗
じた面積以上とする。
（ただし書きあり）

※【A-1地区(隣接地区)】に概ね同じ制限 26／29



変更案C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前
面道路の境界線までの距離は３ｍ以上、隣地境
界線までの距離は１ｍ以上とする。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前
面道路の境界線までの距離は１ｍ以上、隣地境
界線までの距離は0.6ｍ以上とする。ただし、
この距離の限度に満たない距離にある建築物又
は建築物の部分が次のいずれかに該当するもの
については、この限りでない。
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の⾧さの

合計が３ｍ以下であるもの
２ 物置その他これに類する用途(自動車車庫

を除く。)に供し、軒の高さが2.3ｍ以下で、
かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが
2.3ｍ以下であるもの

現 行

変更案

【A-1地区(隣接地区)】
建築物の外壁又はこれに代
わる柱の面から前面道路の
境界線までの距離は１ｍ以
上、隣地境界線までの距離
は0.6ｍ以上とする。
（ただし書きあり） ※【A-1地区(隣接地区)】に概ね同じ制限 27／29



2024年12月 地区計画変更に関する説明会（本日）
意向調査〔地権者の皆様〕実施※・回収

2025年度 都市計画(地区計画変更)手続〔地権者の皆様及び
周辺住民の皆様〕 、造成工事

2026年度 造成工事、省エネ住宅建設工事
町内会館建設工事（予定）

2027年度～ まちびらき（入居開始予定）

※意向調査概要
◆実施期間

令和６年１２月１２日（木）～令和７年１月１４日（火）
◆回答方法（どちらかをご選択ください）

方法①：二次元コードを読み込み、横浜市電子申請・届出システムから回答
方法②：調査票を同封の返信用封筒に入れて、郵便ポストへご投函 28／29



事業に関すること
地区計画に関すること

建築局住宅政策課
TEL：６７１－２９２２

市有地に関すること 財政局ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進課
TEL：６７１－２２６９

意向調査に関すること 都筑区区政推進課
TEL：９４８－２２２５
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名称 都筑関耕地地区地区計画 

位置 横浜市都筑区あゆみが丘及び牛久保町地内 

面積 約 10.8ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
・
保
全
に
関
す
る
方
針 

地 区 計

画 の 目

標 

本地区は、横浜市の北部、東急田園都市線あざみ野駅の東約 １.２km に位置し、国道２４６号線、都市計

画道路日吉・元石川線の２本の広域幹線道路の交点に位置している。また、港北ニュータウンの東京方面

からの玄関口となっており、周辺の環境と調和した多様な土地利用を図るべき地区である。 

本地区においては、土地区画整理事業により、良好な市街地形成のための道路、公園等の都市基盤施

設の整備を行う。 

本地区計画は、土地区画整理事業によって整備された道路、公園等都市基盤施設の機能の維持・保全

を図り、適正な土地利用と建築物の整備を誘導し、良好な環境の市街地を形成し、その保全を図ることを

目標とする。 

土 地 利

用 の 方

針 

地区計画の目標の実現を図るため地区を８区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。 

Ａ－１地区 

戸建住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 

Ａ－２地区 

戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の低層住宅からなる住宅地の形成を図る。 

Ａ－３地区 

戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の住宅の立地を図るとともに、地区内幹線道路に沿って、店舗や店

舗併用住宅等の地区内居住者のための生活利便施設の立地を図り、賑わいのある街並みを形成する。 

Ｂ－１地区 

周辺住宅地の環境に配慮しながら、中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 

Ｂ－２地区 

中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図るとともに、周辺地域、地区内居住者の生活利便の向上のた

めの店舗等の立地を図り、賑わいのある街並みを形成する。 

Ｂ－３地区 

主に沿道立地型の商業・業務施設等を誘導するとともに、上層階においては共同住宅等の建設も誘導

し、賑わいの創出と土地の効率的利用を図る。 

Ｂ－４地区 

本地区周辺のニーズに対応した業務施設等やスポーツ・レクリエーション施設などの立地を図る。 

C 地区 

周辺住宅地の環境に配慮しながら、近隣住民の利用を主とする公益的施設の立地を図る。 

脱炭素社会の実現に向けて、脱炭素化のモデルとなる先導的な低層住宅地の形成及び地区内のコミュニ

ティ形成に寄与する施設の立地を図る。 

地 区 施

設の整備

の方針 

地区中央に国道２４６号線及び都市計画道路日吉・元石川線に接続する地区内幹線道路を新設する。 

建 築 物

等 の 整

備 の 方

針 

地区計画の目標の実現を図るため、それぞれ土地利用の方針の定めるところにより、建築物の用途の制

限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさ

くの構造の制限について定める。 なお、商業業務及び公益的施設等にあっては適正規模の駐車場を、

また、共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 

緑 化 の

方針 

良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。 



 

地
区
整
備
計
画 

地 区 施 設 の 配

置及び規模 

道路（地区内幹線道路） 幅員 11m、延長約 430m 

地 区

の 区

分 

区 分 の

名称 

A-1 地区 A-2 地区 A-3 地区 

区 分 の

面積 

約 3.5ha 約 1.4ha 約 0.9ha 

建 築

物 等

に 関

する事

項 

建 築 物

の 用 途

の制限 

次の各号に掲げる建築物以外

の建築物は、建築してはならな

い。 

１ 住宅 

２ 共同住宅 

３ 学校、図書館その他これら

に類するもの 

４ 巡査派出所、公衆電話所そ

の他これらに類する公益上必要

な建築物 

５ 前各号の建築物に附属する

もの 

次の各号に掲げる建築物以

外の建築物は、建築しては

ならない。 

１ 住宅 

２ 共同住宅、寄宿舎又は

下宿 

３ 学校、図書館その他これ

らに類するもの 

４ 診療所 

５ 巡査派出所、公衆電話

所その他これらに類する公

益上必要な建築物 

６ 前各号の建築物に附属

するもの 

次の各号に掲げる建築物以外の

建築物は、建築してはならない。 

１ 住宅 

２ 住宅で事務所、店舗その他これ

らに類する用途を兼ねるもの 

３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

４ 学校、図書館その他これらに類

するもの 

５ 診療所 

６ 巡査派出所、公衆電話所その

他これらに類する公益上必要な建

築物 

７ 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもの 

８ 前各号の建築物に附属するも

の 

建 築 物

の 敷 地

面 積 の

最 低 限

度 

建築物の敷地面積は、１５０㎡

以上かつ住戸数に６５㎡を乗じ

た面積以上とする。 

建築物の敷地面積は、1５０㎡以上かつ住戸数に４５㎡を乗じた

面積以上とする。 

 ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として

使用する土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地

で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定

に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用す

るもの 

壁 面 の

位 置 の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は１ｍ以上とし、隣地

境界線までの距離は０．６ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当

するものについては、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 



２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、

床面積の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下であるもの 

建 築 物

等 の 形

態 又 は

意 匠 の

制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

垣又はさ

くの構造

の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとす

る。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

地 区

の 区

分 

区 分 の

名称 

B-1 地区 B-2 地区 B-3 地区 

区 分 の

面積 

約 0.8ha 約 1.0ha 約 1.4ha 

建 築

物 等

に 関

する事

項 

建 築 物

の 用 途

の制限 

次の各号に掲げる建築物以外

の建築物は、建築してはならな

い。 

１ 住宅 

２ 住宅で、事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ねる

もの 

３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

４ 学校、図書館その他これら

に類するもの 

５ 診療所 

６ 巡査派出所、公衆電話所そ

の他これらに類する公益上必要

な建築物 

７ 店舗、飲食店その他これら

に類する用途に供するもので、

その用途に供する部分の床面

積の合計が３,０００㎡以内のも

の 

８ 事務所 

９ 自動車車庫で、床面積の合

計が３００㎡以内のもの（３階以

上の部分をその用途に供するも

のを除く。） 

10 前各号の建築物に附属す

るもの 

次の各号に掲げる建築物以

外の建築物は、建築しては

ならない。 

１ 住宅 

２ 住宅で、事務所、店舗そ

の他これらに類する用途を

兼ねるもの 

３ 共同住宅、寄宿舎又は

下宿 

４ 学校、図書館その他これ

らに類するもの 

５ 診療所 

６ 巡査派出所、公衆電話

所その他これらに類する公

益上必要な建築物 

７ 店舗、飲食店その他これ

らに類する用途に供するも

の 

８ 事務所 

９ 自動車車庫で、床面積の

合計が３００㎡以内のもの（３

階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

10 前各号の建築物に附属

するもの 

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

１ ホテル又は旅館 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

４ マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場その他これらに類する用途に

供するもの 

５ 地階又は１階の部分を住居の

用に供するもの（地階又は１階を住

居の用に供する部分が、廊下又は

広間の類、階段、エレベーターそ

の他これらに類するもののみである

ものを除く。） 

建 築 物 建築物の敷地面積は、２５０㎡以上かつ住戸数に６０㎡を乗じた面積以上とする。 



の 敷 地

面 積 の

最 低 限

度 

 

 ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として

使用する土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地

で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定

に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用す

るもの 

壁 面 の

位 置 の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は２ｍ以上とし、隣地

境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当

するものについては、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、

床面積の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下であるもの 

建 築 物

等 の 形

態 又 は

意 匠 の

制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

垣又はさ

くの構造

の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとす

る。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

地 区

の 区

分 

区 分 の

名称 

B-4 地区 C 地区 

区 分 の

面積 

約 1.1ha 約 0.7ha 

建 築

物 等

に 関

する事

項 

建 築 物

の 用 途

の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築して

はならない。 

１ 住宅（管理人住宅を除く。） 

２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿（管理人

住宅を除く。） 

３ ホテル又は旅館 

４ 自動車教習所 

５ 畜舎 

６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては

ならない。 

１ 住宅（住戸の数が 3 以上の長屋を除く） 

２ 共同住宅（住戸の数が 3 以上のものを除く）、寄宿舎

又は下宿 

１３ 学校、図書館その他これらに類するもの 

２ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他

これらに類するもの 

３ 診療所 



勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類する用途に供するもの 

４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益

上必要な建築物 

５ 前各号の建築物に附属するもの 

建 築 物

の 敷 地

面 積 の

最 低 限

度 

建築物の敷地面積は、２５０㎡以上とす

る。 

建築物の敷地面積は、６，０００１５０㎡以上とする。 

 ただし、次のいずれかに該当する土地

については、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他これら

に類する公益上必要な建築物の敷地と

して使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これらに

類する居住者の共同の利便に供する建

築物の敷地として使用する土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が定

められた際、現に建築物の敷地として使

用されている土地で、当該地区の規定

に適合しないものについて、その全部を

一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地

処分又は仮換地の指定を受けた土地

で、当該地区の規定に適合しないもの

について、所有権その他の権利に基づ

いてその全部を一の敷地として使用す

るもの 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この

限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上

必要な建築物の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の

共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地 

壁 面 の

位 置 の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から前面道路の境界線までの距離は２

ｍ以上とし、隣地境界線までの距離は１

ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距

離にある建築物又は建築物の部分が次

のいずれかに該当するものについて

は、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の

長さの合計が３ｍ以下であるもの 

２ 物置その他これに類する用途（自動

車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡

以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さ

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の

境界線までの距離は３１ｍ以上、隣地境界線までの距離

は１０．６ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又

は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについ

ては、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３

ｍ以下であるもの 

２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）

に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計

が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で

あるもの 



が２．３ｍ以下であるもの 

建 築 物

等 の 形

態 又 は

意 匠 の

制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

垣又はさ

くの構造

の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとす

る。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 
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